
（例）前年度の公的年金所得の住民税の年税額が 24,000 円で今年度の年税額が 22,000 円の場合 

4 月      6 月      8 月      10 月      12 月      翌年 2 月 

4,000 円 4,000 円 4,000 円 4,000 円 3,000 円 3,000 円 

「仮徴収」 

※2月に特別徴収した額と同額（4,000 円）を 4月・6

月・8 月の 3 回（12,000 円）で、公的年金からの引き

落としにより納付する。 

 

「本徴収」 

今年度の年税額（22,000 円）から仮徴収分（12,000 円）

を差し引いた額（10,000 円）を 3 回に分けて、公的年金

からの引き落としにより納付する。 

※千円未満の端数は 10 月分に含めます。 

※2月に特別徴収した額とは：前年度の住民税の年税額 24,000 円（納付月：6 月・8 月・10 月・12 月・翌 2月）

のうち翌 2月に公的年金から引き落としされた額のこと。 


